
 

一般廃棄物及び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱 

 

                                  制定  平成５年４月１日 局長決裁 

                                       改正  令和７年４月１日 局長決裁 

 

（趣旨） 

第１条  この要綱は、大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する

条例（平成５年大阪市条例第４号以下「条例」という。）第 21 条及び大阪市廃棄物の減量推進

及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則（平成５年大阪市規則第 49号以下「規則」

という。）第 11条に規定する一般廃棄物の保管施設（以下「一般廃棄物保管施設」という。）並

びに条例第 10条及び規則第６条に規定する再生利用対象物の保管施設（以下「再生利用対象物

保管施設」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（設置義務） 

第２条  本市域内において規則第６条第１項に定める大規模な建物を建設しようとする者（以下

「大規模建築物の建設者」という。）は、条例第 10 条第２項及び第 21 条第３項の規定により、

建物の用途区分及び規模に応じて、次条に定める一般廃棄物保管施設及び再生利用対象物保管

施設（以下単に「保管施設」という。）をそれぞれ適切に設置しなければならない。 

 

（保管施設の種類） 

第３条 保管施設の種類は、次のとおりとする。 

（１）一般廃棄物保管施設 

①  持ち出しステーション 

      一般廃棄物を一定期間適正に保管するための建物で、収集車が直接この建物に寄り付ける

施設（以下「－般廃棄物持ち出しステーション」という。)をいう。 

②  機械式ごみ貯留排出施設 

      一般廃棄物を機械的に貯留排出する装置（以下「機械式貯留装置」という。）を設置した建

物で、収集車が直接この建物に寄り付ける施設（以下「機械式貯留施設」という。）をいう。 

③  集積所                                                 

      住宅から排出される粗大ごみ（大型不用品）を他の一般廃棄物と区分し、指定の持ち出し

日に適正に集積できる地上のオ－プンスペースで、収集車が直接寄り付ける場所(以下｢粗大

ごみ集積所｣という。)をいう。 

（２）再生利用対象物保管施設 

  ①  持ち出しステーション 

      再生利用対象物を一定期間適正に保管するための建物で、収集車が直接この建物に寄り付

ける施設（以下｢再生利用対象物持ち出しステーション｣という。）をいう。 

  ②  集積所 

      住宅から排出される再生利用対象物を他の廃棄物と区分し、指定の持ち出し日に適正に集

積できる地上のオープンスペースで、収集車が直接寄り付ける場所（以下｢再生利用対象物集

積所｣という。）をいう。 
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（建物の用途別設置基準） 

第４条  大規模建築物の建設者は建物の用途区分に応じて、次の各号に定める種類の保管施設を

設置しなければならない。 

（１）住宅の用に供する建物の保管施設 

  ① 一般廃棄物持ち出しステーション又は機械式貯留施設のいずれかの施設及び粗大ごみ集積

所 

 ② びん・缶・ペットボトル用については再生利用対象物持ち出しステーション又は再生利用

対象物集積所のいずれかの施設 

 ③ プラスチック資源用及び古紙・衣類用については再生利用対象物持ち出しステーション  

（２）事業の用に供する建物の保管施設 

  ①  一般廃棄物持ち出しステーション又は機械式貯留施設のいずれかの施設 

  ②  再生利用対象物持ち出しステーション 

（３）住宅と併せて店舗又は事務所等の事業の用に供する建物の保管施設 

   保管施設を住宅用と事業用に区分し、それぞれ別個に設置すること。 

 

（大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議の対象となる物件） 

第４条の２ 前条の場合において、大阪市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領

第２条の適用対象となる建物については、敷地内に収集車両が乗り入れ、かつ、収集作業を行

なうことができるように、同条に規定する保管施設を設置しなければならない。 

 

（保管施設の種類別設置基準） 

第５条   規則第６条第２項及び第 11条第１項の規定により、各保管施設の規模、構造、設置場

所及び必要な設備等に係る基準は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１） 一般廃棄物及び再生利用対象物持ち出しステーション 

①  建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、排出量に応じた適切

な面積を確保すること。 

②周囲に囲いを設けるとともに屋根等を設置し、外部からの侵入による事故及びごみの飛散、

流出等が防止できる構造とし、かつ、居住者及び利用者の利用並びに収集作業に支障のない構

造とすること。 

③  建物の敷地内に別棟で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の動線上最適で、かつ、

収集車両が容易に寄り付くことができ、収集作業に支障のない場所に設置すること。 

④  給排水設備を設けるとともに、必要に応じ照明設備を設けること。また、ごみの臭気を除

去するために必要と認められる換気設備を設けること。 

⑤  建物や敷地の形状等のやむを得ない理由により、持ち出しステーションを建物屋内に設置

する場合は、収集車両が容易に直接乗り入れ、かつ退出できる通路、旋回場所及び必要な有効

高を確保すること。あるいは、収集車両が直接寄り付けない場合は持ち出し場所を確保し、か

つ建物の所有者、管理者、居住者及び利用者（以下「建物の占有者」という。）が、収集時に当

該保管施設に保管する廃棄物を持ち出し場所まで運搬し集積すること。 

⑥  前号の場合において、保管施設の設置にあたっては、ごみの臭気対策及び収集車両の排気

ガス対策に留意し、労働安全衛生上支障のない換気設備を設けること。また、持ち出し場所に
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ついては、排出量に応じた適切な面積を確保するとともに、収集車両が容易に寄り付くことが

でき、かつ、収集作業に支障のない構造とすること。 

⑦  ①から⑥に定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。 

（２）機械式貯留施設 

  ①  機械式貯留装置は、建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、

排出量に応じた適切な容量を確保すること。 

② 機械式貯留装置は、居住者及び利用者が排出したごみを一時的に貯留し、機械的に排出し

て直接収集車両に積込むことのできるものであること。また、ごみの排出にあたっては、排出

口からベルトコンベア方式によって収集車両に積込むことのできるものであること。 

③  機械式貯留装置の排出口の幅は収集車両の投入口の幅以内とし、排出口の高さは収集車両

の投入口の高さに合わせて調整できるものであること。 

④ 排出操作は、誰でも簡単に操作できるものとし、排出速度を可変することができるように

すること。 

⑤ 投入口には、ごみの排出時および満杯、故障に対応する投入可・不可のランプ表示をする

こと。 

⑥  機械式貯留施設は、機械式貯留装置の規模を考慮し、適切な面積を確保すること。 

⑦  機械式貯留施設は、周囲に囲いを設けるとともに屋根等を設置し、外部からの侵入による

事故及びごみの飛散、流出等が防止できる構造とし、かつ、居住者及び利用者の利用並びに収

集作業に支障のない構造とすること。 

⑧  機械式貯留施設は、機械式貯留装置の稼働にともなう騒音及び震動を吸収できる構造とす

ること。 

⑨  機械式貯留施設は、建物の敷地内に別棟で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の

動線上最適で、かつ、収集車両が容易に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置するこ

と。 

⑩  機械式貯留施設の前面は、収集車両が進入し方向転換を行い、車両後部を機械式貯留装置

の排出口に接することができるよう十分なスペースを設けるとともに、収集中の車両が他の

車両の通行等の妨げにならないようにすること。 

⑪  機械式貯留施設には、給排水設備を設けるとともに、必要に応じ照明設備を設けること。

また、ごみの臭気及び収集車両の排気ガスを除去するため必要と認められる換気設備を設け

ること。 

⑫  機械式貯留施設をやむを得ず建物屋内に設置する場合には、収集車両が容易に直接この施

設まで乗り入れかつ退出できる通路、旋回場所及び必要な有効高を確保すること。 

⑬  前号の場合においては、屋内における作業環境等を考慮し、ごみの臭気対策及び収集車両

の排気ガス対策に特に留意し、労働安全衛生上支障のない換気設備を設けること。 

⑭  ①から⑬に定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと｡ 

（３） 粗大ごみ集積所 

① 住宅の戸数に応じて、適切な面積を確保すること。 

②  建物の敷地内で地上に設置するとともに、居住者及び利用者の動線上最適で、かつ、収集

車両が容易に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置すること。 

③  特に必要があると認める場合には、日常は他の用途（一般車両の通行の用に供する道路又
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は通路を除く。)と共用することができる。 

④  前号の場合においては、粗大ごみの収集に支障の生じないよう適正に管理すること。 

⑤  ①から④に定めるほか必要な事項については別途指示する基準に従うこと。 

（４）再生利用対象物集積所 

①  建物の規模、用途、業務形態、住宅の戸数及び収集頻度等を考慮し、排出量に応じた適切

な面積を確保するとともに、再生利用対象物の飛散及び流出を防止するための設備を設ける

こと。 

②  居住者の利用及び収集作業に支障のない構造とすること。 

③  建物の敷地内に地上に設置するとともに、居住者の動線上最適で、かつ、収集車両が容易

に出入りでき、収集作業に支障のない場所に設置すること。 

④  必要と認められる場合は、給排水設備を設けること。 

⑤  ①から④に定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。 

 

（進入路等に係る基準） 

第６条  保管施設への進入路等に係る基準は、次に定めるとおりとする。 

（１）収集車両の車種に応じて前進のままで、進入、退出するのに必要な別紙４－１又は４－２

図に定める通路を確保するとともに、収集車両の安全な通行に必要な設備を設けること。 

（２）進入路、積込み場所及び退出路には、収集作業に支障となる障害物等を放置しないよう、

適正に管理すること。 

（３）敷地内への出入ロは、付近の交通規制を十分考慮して設置し、収集車両が容易に出入りで

きる構造とすること。 

（４）収集車両の出入りに際して、通行中の車両及び歩行者等の危険防止のため必要と認められ

る設備を設けること。 

（５）前各号に定めるほか必要な事項については、別途指示する基準に従うこと。 

 

（遵守事項等） 

第７条  大規模建築物の建設者は、次に定める事項を遵守しなければならない。 

（１） 規則第６条第３項（規則第 11 条第２項において準用する場合を含む。）の届出は、別紙

１に定める「一般廃棄物保管施設及び再生利用対象物保管施設の設置届」によること。 

（２）建物竣工後、本市の行う保管施設の竣工検査に応じること。 

（３）保管施設には、この施設を適正に利用するために必要な事項を利用者の見やすい位置に表

示すること。 

（４）第３条に定める保管施設以外の一般廃棄物の保管、収集又は輸送に係る施設を設置しよう

とするときは、事前に協議を行うこと。 

２ 建物の占有者は、互いに協力し、汚汁、悪臭及び害虫発生等により生活環境が損なわれない

よう、保管施設及びその周辺を適正に維持管理するとともに、常に清潔に保たなければならな

い。 

    なお、労働安全衛生上又は保管施設の維持管理上支障があると認められる場合には、建物の

占有者に対して、当該施設の改善その他必要な措置を講ずるよう指示することがある。 

３  第５条（１）の①、（３）の①及び（４）の①に規定する適切な面積並びに同条（２）の①
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に規定する適切な容量の基準は別紙２に定める「面積又は容量の基準｣によることとする。 

４ 第５条（１）の②、（２）の⑩及び（４）の②に規定する構造等の基準並びに収集車両の車路

における必要な有効高の基準は、別紙３に定める「構造等の基準」によることとする｡ 

 

（改善勧告） 

第８条  条例第 11条又は第 22条第１項の規定に基づく大規模建築物の建設者に対する改善勧告

（以下「改善勧告」という。）は、別紙６に定める改善勧告書により行うものとする。 

 

（公表） 

第９条  前条の改善勧告を受けた者が、指定期日までに改善事項を完了しないときは、条例第 12

条又は第 22 条第 2項の規定に基づき大阪市公報等に氏名等公表するものとする。 

 

（大規模小売店舗に対する指導） 

第 10条 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第２条第２項に規定する大規模小売店

舗（以下「大規模小売店舗」という。）で大規模建築物に該当しないものを建設しようとする者

に対しても、第３条から第７条（同条第１項第１号及び第２号を除く。）までの規定に基づき指

導するものとする。 

 

   (施行の細目) 

第 11条  この要綱の施行について必要な事項は、別途局長が定めるものとする。 

附  則 

    この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附  則 

    この改正要綱は、平成 12年６月１日から施行する。 

     附  則 

    この改正要綱は、平成 15年 10月１日から施行する。 

   附 則 

  この改正要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。 

   附 則 

  この改正要綱は、平成 19年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この改正要綱は、平成 25年４月１日から施行する。 

  この要綱の施行の際、既に本市に保管施設の設置届を提出している建築物については、なお

従前の例による。 

附 則 

  この改正要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この改正要綱は、令和元年 8月 1日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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   附 則 

  １ この要綱は、令和７年４月 1日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の一般廃棄物及び再生利用対象物

保管施設の設置に関する要綱別紙１による用紙は、この要綱による改正後の一般廃棄物及

び再生利用対象物保管施設の設置に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを

使用することができる。 
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別紙１ 一般廃棄物保管施設及び再生利用対象物の設置届 
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別紙２ 

（面積又は容量の基準） 

１  住宅の用に供する建物の保管施設 

（１）一般廃棄物持ち出しステーション 

   住宅の１戸当たり必要面積（0.081㎡）に住宅の戸数を乗じて得た面積とする。 

（２）機械式貯留装置 

住宅の１戸当たり必要容量（0.03267㎥）に住宅の戸数を乗じて得た容量とする。 

（３）粗大ごみ集積所 

  住宅の戸数等を考慮して、３㎡以上を確保すること。 

（４）再生利用対象物持ち出しステーション 

① びん・缶・ペットボトル用 

住宅１戸当たり必要面積（0.047㎡）に住宅の戸数を乗じて得た面積とする。 

② プラスチック資源用 

    住宅１戸当たり必要面積（0.048㎡）に住宅の戸数を乗じて得た面積とする。 

③ 古紙・衣類用 

住宅１戸当たり必要面積（0.027㎡）に住宅の戸数を乗じて得た面積とする。ただし、最低

必要面積は 0.4㎡とする。 

（５）再生利用対象物集積所 

１の（４）の①に準ずる。 

（６）緩和規定 

① 戸数の緩和 

１戸当たりの専用面積が 35 ㎡以下の住宅については、３分の１を乗じた戸数を適用する。 

② 持ち出しステーション及び再生利用対象物集積所の面積の緩和 

戸数が 70 戸以上 100 戸以下の住宅については 10％、101 戸以上の住宅については 15％を

減じた面積とする。ただし、70戸以上 76戸以下は 69戸の基準を適用することとし、101戸以

上 105戸以下は 100戸の基準を適用する。 

２  事業の用に供する建物の保管施設 

（１）一般廃棄物持ち出しステーション 

① 建物の用途別に、別紙５のごみ排出原単位表（以下｢原単位表｣という。）の１㎡当たりの排

出日量に、ごみ排出対象床面積、必要とされる保管日数及び施設内での必要作業場所を考慮

して２分の３を乗じて得た面積とする。ただし、最低必要面積は 1㎡とする。 

② 大規模建築物に該当しない大規模小売店舗を含む建物については、前号の規定を準用する。 

（２）機械式貯留装置 

建物の用途別に、原単位表の１㎡当たりの必要容量に、ごみ排出対象床面積を乗じて得た

容量とする。 

（３）再生利用対象物持ち出しステーション 

① 延べ面積が 2,000 ㎡以上の建物及び大規模建築物に該当しない大規模小売店舗を含む建物

は、２㎡とする。 

② 容積対象延べ面積が 3,000㎡以上の建物は、４㎡とする。 
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③ 容積対象延べ面積が 5,000㎡以上の建物は、８㎡とする。 

④ 容積対象延べ面積が 10,000 ㎡以上の建物は、10 ㎡を基準とし、以後容積対象延べ面積

10,000㎡につき２㎡を加えた面積とする。ただし、20㎡を限度とすることができる。 

３ 保管施設の面積の算定に当たっては少数点第２位以下を切り上げ、機械式貯留装置の容量の

算定に当たっては少数点第１位以下を切り上げる。
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別紙３ 

（構造等の基準） 

１ 持ち出しステーションの入り口の扉は、開口幅員及び開口高さはそれぞれ２ｍ以上を確保する

こと。内部の床はコンクリート又はモルタル仕上げとし、必要な場合は水流し勾配を付けること。

内部の必要面積は有効で確保し、間口は奥行きより長く取ること。 

２ 第５条（１）の⑤の規定により、持ち出し場所を併用する保管施設の入り口の扉の開口幅員は、

建物の占有者の利用及びごみの搬出に支障のない幅を確保するとともに、開口高さは２ｍ以上を

確保すること。 

３ 再生利用対象物集積所の床はコンクリート又はモルタル仕上げとし、水流し勾配を付けること。 

４ 粗大ごみ集積所の床は、排出時及び収集作業時に破損等の支障が生じない仕上げとすること。 

５ 収集車両の車路においては、有効梁下を 3.3m 以上確保すること。 

６ 機械式貯留施設の開口幅員は、ごみ排出時に収集車が寄り付いた際、収集車の左右がそれぞれ

60cm 以上確保できるようにすること。 

７ 持ち出しステーションについては、別紙７を参考とすること。 
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別紙 5 

 

ごみ排出原単位表（一般廃棄物）

発生原単位 0.5662 ㍑/㎡・日 0.6692 ㍑/㎡・日 0.3918 ㍑/㎡・日 0.2953 ㍑/㎡・日

排出日量（ｍ
3
)

ドラム容量（ｍ
3
)

定数Kの算定 （0.5662／1.5）×（2×1.1／1000） （0.6692／1.5）×（2×1.1／1000） （0.3918／1.5）×（2×1.1／1000） （0.2953／1.5）×（2×1.3／1000）

＝0.000830 ＝0.000981 ＝0.000575 ＝0.000512

但し
貯留余裕率

＝1.1または1.3 余裕率 1.1 余裕率 1.1 余裕率 1.1 余裕率 1.3
貯留日数 貯留日数 2 貯留日数 2 貯留日数 2 貯留日数 2

＝ 2 または 4 圧縮率 1.5 圧縮率 1.5 圧縮率 1.5 圧縮率 1.5
圧縮率 ＝ 1.5

（　　）㎡×0.0005662 （　　）㎡×0.0002953

病院事務所ビル デパート･スーパー・店舗等 ホテル

（　　）㎡×K

ド
ラ
ム
容
量
算
定
式

（　　）㎡×K

（　　）㎡×0.0006692

（　　）㎡×K

（　　）㎡×0.0003918

（　　）㎡×K

発生原
単位
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別紙６ 

改善勧告書 

 

建築物の名称                                

所  在  地   大阪市        区                                            

                             年  月  日 

 

建築物の建設者 

            様 

 

大阪市環境局長 

 

   大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に 

関する条例第 11 条又は第 22 条第１項の規定により、次の事項につい 

て指定の期限までに改善されるよう勧告する。 

記 

1． 事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2． 完了期限           年   月   日 

 

 



別紙７ 
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持ち出しステーション（住戸数６０戸程度）参考図（単位 mm）  ※有効及び内法りです。 

※設置届の添付図は１／５０の縮尺にしてください。  

     最低幅 400 を確保(古紙・衣類に注意) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５，０４

００ 

換
気
口 照明 

水勾配 

給水栓 

会所 
（最寄会所へ接続） 

びん・缶 
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 
週１回 

（３.０㎡） 

2.5×1.20 

一般廃棄物 
週２回収集 

（４.９㎡） 

2.5×1.96 

 
プラスチック 

資源 
週１回 

（２.９㎡） 

2.5×1.18 

換
気
口 

注意事項 

平 面 図 

段差なし 

２,０００ 
以上 

側 面 図 

断 面 図 

２
，

５
０ ０

有効開口幅 ２，０００以上 

正 面 図 

古紙 
衣類 
週１回 

 （１.７㎡） 

2.5×0.70 

１,９６０ １，１８０ １，２００ ７００ 

換気については 

ガラリ・換気口・換気扇等 

仕切りについては 

CB、ライン引き可 


